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（WEB配信）

地域包括ケア推進病棟協会・回復期リハビリテーション病棟協会

第７回合同シンポジウム

「2026年診療報酬改定を踏まえた地域包括ケア病棟と回復
期リハビリテーション病棟のリハビリテーションのあり方」

開催期間：2026年２月20日（金）正午～３月６日（金）17時

開会挨拶

地域包括ケア推進病棟協会

会長 仲井培雄
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※答申前の改定項目です。変更される可能性があることを踏まえてご覧ください。

＜https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001646857.pdf＞
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Ⅰ－２－５ 診療報酬上求める基準の柔軟化
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療法士による専門性を生かした指導等の更なる推進
地

メディ
地
ケア

回
リハ

急
一般



（中略）
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療法士による専門性を生かした指導等の更なる推進
地

メディ
地
ケア

回
リハ

急
一般

※ 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料（Ⅰ）以外もについても同様
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療法士による専門性を生かした指導等の更なる推進
地

メディ
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療法士による専門性を生かした指導等の更なる推進
地
ケア

回
リハ



Ⅱ－２－３ リハビリテーション・栄養管理・
口腔管理等の高齢者の生活を支えるケアの推進



リハ・栄養・口腔連携体制加算・連携加算（地メディ、地ケア）
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地
メディ

地
ケア

急
一般



リハ・栄養・口腔連携体制加算・連携加算１・２（地メディ） 地
メディ

急
一般



リハ・栄養・口腔連携体制加算・連携加算１・２（地メディ）

（中略）

※ 地域包括医
療病棟入院料
の注10に規定
するリハビリ
テーション・
栄養・口腔連
携加算につい
ても同様

地
メディ

急
一般



リハ・栄養・口腔連携連携加算など（地ケア病棟）
地
ケア

・療法士：規定なし
・管理栄養士：常勤専任1名
・医師：常勤1名、リハ経験3年以上

リハ・栄養・口腔研修修了



リハ・栄養・口腔連携連携加算など（地ケア病棟）
地
ケア

・療法士：規定なし
・管理栄養士：常勤専任1名
・医師：常勤1名、リハ経験3年以上

リハ・栄養・口腔研修修了



摂食嚥下機能回復体制加算
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口腔管理連携加算
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入院患者が
歯科診療所を受診



口腔管理連携加算
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歯科医師が入院患者に
訪問歯科診療を提供
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Ⅲ－４ 質の高いリハビリテーションの推進
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退院時リハビリテーション指導料の算定要件
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院外の疾患別リハ上限単位数 地
メディ

地
ケア

回
リハ
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疾患別リハ上限単位数緩和

回復期リハビリテーション病棟入
院料又は特定機能病院リハビリ
テーション病棟入院料を算定する
患者（運動器リハビリテーション
料を算定するものを除く。） 
脳血管疾患等の患者のうち発症日、
手術日又は急性増悪の日から六十
日以内のもの 
入院中の患者であって、その入院
する病棟等において早期歩行、Ａ
ＤＬの自立等を目的として心大血
管疾患リハビリテーション料
（Ⅰ）、脳血管疾患等リハビリ
テーション料（Ⅰ）、廃用症候群
リハビリテーション料（Ⅰ）又は
呼吸器リハビリテーション料
（Ⅰ）を算定するもの 

回
リハ
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離床を伴わずに行う疾患別リハ
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発症早期リハと休日リハ

他の保険医療機関から転院し
てきた患者については、転院
前の保険医療機関に入院した
日を起算日とする。

休日にリハビリテーションを
行った場合は、発症、手術若
しくは急性増悪から７日目又
は治療開始日のいずれか早い
ものから起算して30日目まで
を限度として、休日リハビリ
テーション加算として、１単
位につき●●点を所定点数に
加算 
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